
内容現在2016/3/31

Q

○ 本人および学校長の理由書が必要です。

A

・

・

根拠法規　
　　　　　
　　　　　
　及び　　
　　　　　
　　　　　
通知文書

　長男が高校卒業後就職しました。社会保険に加入したため共済組合の被扶
養者から除外する手続きはとりましたが、給与上の扶養手当から除外する手
続きは取らず９月まで扶養手当が支給されていました。扶養除外以外に書類
が必要ですか？

諸手当の支給要件の変更又は喪失の手続きを怠ったことにより、当初の手当
てが長期間支給されている事例がみられます。
　このような支給要件に該当しない状態で受給した諸手当は、民法に規定す
る「不当利益」に該当し、受給者は、これを県に返還すべき法的な義務を負
うことになります。

支給要件の変更又は喪失が生じた場合は速やかに適正な手続きを行ってくだ
さい

このように届け出が遅れた場合は、扶養除外の手続きと一緒に本人および学
校長の理由書を作成し市町村教育委員会経由で教職員・福利課へ提出してく
ださい。

24高教福第１９３号　諸手当における支給要件の変更および喪失に関する
事務の取り扱いについて

26高教福第９８１号　諸手当における支給要件の変更及び喪失に関する適
正な届け出事務について（通知）
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内容現在2022/1/31

R２．３．５　【教職員・福利課】

≪「学習塾の経営」事例≫

△については、出納簿等を提出していただくなど、詳細を確認します。

認否

○

×

○

△

△

△

×

×

×

△

△

×

△

○

△

×

△

×

△

△

△

△

※　必要経費の算出には十分な確認が必要となります。

※　扶養手当における必要経費は、個々のケースごとに細かく精査することとされており、所得税
　法上の場合より狭い範囲となっています。

※　購入品名が不明なもの、事業用であることが明確でないもの等は必要経費とは認められませ
　ん。

研修費
○経営維持に必要なもの
×単に本人の実力を高めるもの

雑費 ○経営維持に必要なもの

貸倒金

会議費 ○経営維持に必要なもの

図書費

外注工賃

利子割引料

地代家賃
○自宅使用分と事業用とが分離でき、事業用であることが明確
であるもの

原価償却費

福利厚生費
○従業員の健康診断費
×レクレーション経費

給料賃金

損害保険料

修繕費
○建物・備品の原状回復
×改装費等資産価値を高めるもの

消耗品費
○単年度で消費する鉛筆等
×器具・備品

通信費
○自宅使用分と事業用とが分離でき、事業用であることが明確
であるもの（メーターを分ける等）

広告宣伝費

接待交際費

荷造運賃

水道光熱費
○自宅使用分と事業用とが分離でき、事業用であることが明確
であるもの（メーターを分ける等）

旅費交通費
○営業に関するもの、従業員の研修旅費
×本人通勤費

科目

売上原価

租税公課

1給与制度（長期戻入）　13



内容現在2022/1/31

R２．３．５　【教職員・福利課】

1給与制度（長期戻入）　14



内容現在2022/1/31

R２．３．５　【教職員・福利課】
（参考）諸手当チェックリスト

扶養手当

□配偶者や子を扶養親族としている場合に、扶養親族が就労（パート、アルバイトを含む）により、

　年額130 万円以上、あるいは月あたり108,333 円以上の収入を得ている場合には、要件を欠くこ

　ととなります。（月によって変動がある場合は、前後3 ｹ月平均の金額で判断します。）扶養親族の

　収入を確認していますか。

□配偶者なしの場合と、配偶者ありの場合で、扶養親族１人目の手当額が変わります。

すでに扶養親族がいる場合で、配偶者を有した場合に届出をしていますか。

□配偶者と重複して子の手当認定を受けていませんか。

□扶養しなくなった場合や、扶養親族が死亡した場合に届出をしていますか。

□父母等を扶養親族としている場合は、年金収入等の限度額が共済組合とは異なります。（共済組合

　は年180 万円未満であるが扶養手当は年130 万円未満。）年金収入等の限度額は超えていませんか。

□事業所得がある方を扶養親族としている場合は、控除できる必要経費が所得税法上の必要経費と

　は異なりますが、十分に確認されていますか。

住居手当

□住居手当を受給中で、転居した場合や、家賃額の改定があった場合には届出をしていますか。

□配偶者が居住するための住居にかかる住居手当は、職員に単身赴任手当が支給される場合のみ支

　給対象となります。単身赴任手当を受給していないのに、配偶者が居住するための住居手当が支

　給されていませんか。

□県職員住宅、教職員住宅、持ち家は、住居手当の支給対象とはなりません。職員住宅等に居住し

　ていて住居手当が支給されていませんか。

□家賃の支払は、本人が支払ったものとなっていますか。（引落しの口座名義人など）

通勤手当

□人事異動で公署が変わったり転居した場合、また、新しい道路の開通等により通勤方法や通勤経

　路が変更になった場合に届出をしていますか。

　（通勤距離が２km 未満の場合には手当は支給されません。徒歩や自家用車等に同乗して通勤する場

　合も手当は支給されません。それまでに通勤手当を認定されている場合には、喪失の届出をして

　いますか。）

□高速道路料金にかかる特別加算分が支給されている職員で、新しい道路の開通等により高速道路

　の支給要件を満たさなくなった場合や、高速道路の利用料金に変更が生じている場合に届出をし

　ていますか。

　届出が必要な主な事例：

　　□高速道路を利用せずに通勤するものとした場合の通勤距離が40km 以上または通勤時間が80

　　　分以上ではなくなった場合。

　　□自動車が普通車⇔軽自動車に変わり通行料金が変わった場合。

　　□高速道路の利用区間が変わった場合。

単身赴任手当

□配偶者や子と同居になった場合には、喪失の届出をしていますか。

□手当の受給中に、勤務公署や、自分や配偶者の住居が変わった場合には、届出をしていますか。

児童手当

□児童（子）と、同居・別居の状況が変わった場合届出をしていますか。

（Ｈ31 年度までの特例措置）
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